
〈長い目でみた収入表〉

月　額
年額

（または一時金額）
年数 回数 合　計

遺族基礎年金（子ども２人期間）

遺族基礎年金（子ども１人期間）

遺族厚生年金

死亡一時金（国民年金）

中高齢寡婦加算

寡婦年金（国民年金）

遺族厚生年金

老齢年金※

　　　～　　　歳

　　　～　　　歳

※経過的寡婦加算がある場合は、この欄に記入。

内　容

６４歳まで

６５歳～

合計　　　　　　　　　　　　　　　円

働く

その他の収入

死亡保険金

死亡退職金、弔慰金（会社員）

小規模企業共済の共済金等（自営業）

個人年金保険

児童手当・児童扶養手当等


